
下関都市計画地区計画の決定（下関市決定） 

 

 都市計画フォレストタウン熊野地区地区計画を次のとおり決定する。 

 

１．地区計画の方針 
 

名 称 フォレストタウン熊野地区 地区計画 

位 置 下関市一の宮町四丁目、五丁目  

区 域 計画図表示のとおり 

面 積 約 ４．８ｈａ 

地区計画の目標 

 当地区は、下関市中央部の火の山及び西部の響灘を望む熊野地区

に位置し、公共による低層住宅地及び中高層住宅地を主体とした基

盤整備が、総合的、計画的に実施される地域である。 

 本計画は、事業実施後予想される建築物の用途の混在等による住

居環境の悪化を未然に防止し、秩序ある市街地を計画的に誘導しつ

つ、緑豊かで潤いのある良好な居住環境の形成と保全に努め、地区

環境の形成を図ることを目標とする。 

土 地 利 用 の 

基 本 方 針 

 閑静で豊かな自然環境を活かした良好な市街地形成を図るため当

地区を低層専用住宅地区、中高層専用住宅地区と位置付け各ゾーン

が調和のとれた市街地として形成される地区とする。 

地 区 施 設 の 

整 備 方 針 

 地区内には、区画幹線道路、緑道等を適正に配置する。 

 また、居住者及び周辺住民の憩いのスペースとして、公園緑地を

設ける。さらには、これらの地区施設の機能を損なわないように維

持保全を図る。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、それぞれの地区に

ふさわしい街なみの形成、良好な景観の形成等が図られるよう規制

誘導する。 

 

１ 低層専用住宅地区 

  良好な居住環境を保全、推進するために、専用住宅と住民の日

常生活上必要な用途を兼ねる住宅に限られた地区とし、閑静で潤

いのある良好な居住環境が形成されるよう建築物の用途、建築物

の高さの最高限度、敷地の最低面積、壁面の位置及び意匠、形態

等について規制誘導するとともに、緑地の保全及び植栽による緑

化の推進を図る。 

 

２ 中高層専用住宅地区 

  建築物及び居住環境については、低層専用住宅地区と調和のと

れた質の高い賃貸住宅を整備し良好な街なみ環境の維持保全を図

る。 



２．地区整備計画 
 

幅 員 １３ｍ １０ｍ ６ｍ 
道 路 

延 長 約 １９０ｍ 約 ３７１ｍ 約 ４６０ｍ 
地 区 施 設 の 

配置及び規模 

公 園 約 ０．３ｈａ  １箇所 

地 区 の 

名 称 
低層専用住宅地区 中高層専用住宅地区 

地 区 の 

区 分 
地 区 の 

面 積 
約 ２．０ｈａ 約 ２．８ｈａ 
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建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

 

 以下に掲げる建築物以外

のものは建築してはならな

い。 

 

(１) 戸建専用住宅、戸建

兼用住宅及びこれらに

附属する建築物 

(２) 集会所 
(３) 前(１)号に掲げる兼

用住宅とは、延べ面積
の 2 分の 1 以上を居住
の用に供し、次に掲げ
る用途のいずれかを兼
ねるものとする。 

 １．学習塾、華道教室、
囲碁教室、その他これ
らに類する施設。 

 ２．出力の合計が 0.75ｋ
ｗ以下の原動機を使用
する美術品又は工芸品
を制作するためのアト
リエ又は工房。 

(４) 前(１)号に掲げる付

属する建築物は、軒の

高さが 2.3ｍ以下で、

かつ床面積の合計が 10

㎡ 以 内 の 平 屋 建 て 物

置 、 及 び 軒 の 高 さ が

2.5ｍ以下で、かつ床

面積の合計が 40 ㎡以

内 の 自 動 車 車 庫 と す

る。 

(５) 前各号に掲げるもの

以外の公益上必要な建

築物及びそれに附属す

る建築物。 

 
 以下に掲げる建築物
以外のものは建築して
はならない。 
 
(１ ) 共同専用住宅及

びこれらに附属す
る建築物 

(２) 集会所 

(３ ) 前各号に掲げる

もの以外の公益上

必要な建築物及び

それに附属する建

築物 



建 築 物 の 敷 地 面 積 

の 最 低 限 度 

２００㎡（ただし、集会所

の敷地を除く。） 
－ 

 

壁 面 の 位 置 の 制 限 

 

 建 築物 の外 壁面 （た だ

し、出窓を除く。）又はこ

れに代わる柱の面から敷地

境界線までの距離は 1.5ｍ

以上とする。（ただし、道

路の隅切り部分を除く。） 

 ただし、建築物の部分が

次の各号の一に該当する場

合を除く。 

 

１ 外壁又はこれに代わる

柱の中心線の長さの合計

が 3.0ｍ 以 下 で あ る も

の。 

２ 物置その他これに類す

る用途に供し、軒の高さ

が 2.3ｍ以下で、かつ床

面積の合計が 10 ㎡以内

であるもの。 

３ 軒の高さが 2.5ｍ以下

で、かつ床面積の合計が

40 ㎡以内の自動車車庫。 

 

 

 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

敷地境界線までの距離

は 3.0ｍ以上とする。 

 た だ し 、 自 転 車 置

場 、 ポ ン プ 室 、 受 水

槽、電気室等は除く。 

建築物の高さの最高限度 １０ｍ － 

建 築 物 の 形 態 

又 は 意 匠 の 制 限 

屋根、外壁の外観は落ち着いた色彩とし、地区の景

観に調和したものとする。 
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か き 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

 道路に面するかき又はさくの構造の制限は次のとお

りとする。ただし、道路境界線より 1.0ｍ以上の距離

にあるものについてはこのかぎりでない。 

 

(１) 生垣 

  ただし、安全上必要な場合は敷地地盤面から高さ

が 1.3ｍ以下の透視可能なフェンス等と植栽を組み

合わせたものを使用することができる。 

備          考 

 上記の建築物等に関する事項は、次に該当する場合

は適用しない。 

 

(１) 市長が公益上、安全上やむを得ないと認めたも

の。 



 


